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第二次小平市のスポーツ振興の基本方針の策定方針 

 

１ 策定の背景 

   平成２１年度に策定した小平市のスポーツ振興の基本方針は、小平市体育協会の法人化、

市民総合体育館の指定管理者制度の導入、ＦＣ東京と市との事業連携などの課題を明示し、

小平市体育協会への支援や体育指導委員（現スポーツ推進委員）及び体育協会加盟団体の

育成など、平成２７年度までの市のスポーツ振興の基本的な考え方を示したものであった。 

   今後は、平成２３年制定のスポーツ基本法及びスポーツ庁創設による新たなスポーツ行

政、２０２０年開催の東京オリンピック・パラリンピック競技大会などを見据え、市とし

てもさらなるスポーツの振興を図る必要がある。 

よって、これまでの市の取組実績や国や東京都の動向を踏まえ、第二次小平市のスポー

ツ振興の基本方針（以下、「基本方針」という。）を策定する。 

 

２ 基本方針の位置づけ 

   小平市第三次長期総合計画「健康で、はつらつとしたまちをめざして（各論：生涯ス

ポーツの推進）」に基づき、市のスポーツ振興の推進に関する基本的な考え方を示すとと

もに、今後のスポーツ振興の指針として位置付けている。 

 

３ 対象期間 

   平成２９年度から平成３２年度までの４年間とする。 

 

４ 基本方針策定の体制 

（１）庶務担当 

基本方針策定の庶務は、地域振興部文化スポーツ課において処理する。 

（２）庁内体制 

関係部局の連携を図るため、関係課長により構成される基本方針策定調整会議を設

置する。 

（３）基本方針策定検討委員会の設置 

    識見を有する者、障がい者スポーツ関係者、学校教育関係者、社会教育関係者、公

募市民により構成される基本方針策定検討委員会（以下、「検討委員会」という。）を

設置し、策定のための検討を行う。 

 

５ 市民からの意見・要望等の収集 

   基本方針策定にあたっては、基本方針策定検討委員会による公募市民の参加のほか、ス

ポーツに関する市民の意識・実態調査を行うとともに、基本方針の素案の段階において、

市民意見公募手続を実施し、広く市民の意見を聴取するよう努める。 
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６ 基本方針策定の留意事項 

（１）市議会への報告 

本策定方針の策定及び市民意見公募手続の実施の際など、基本方針策定の進捗状況に

ついて、適宜、市議会（幹事長会議・生活文教委員会）へ報告を行う。 

（２）情報の開示 

基本方針策定の進捗状況に応じて、適宜、小平市ホームページ等で情報を公開する。

また、基本方針策定検討委員会は公開とし、会議の要旨及び会議資料等については、終

了後速やかに市ホームページにより公表する。 

 

７ 基本方針策定のスケジュール概要（案） 

 
基本方針策定検討委員会 

       ・市民参加等 
庁内関係課・所管課 

28年 3月 市民委員公募（市報 3月 20日号）  

4月  検討委員選考（選考審査会） 

5月 
検討委員会① 

（概要説明・調査項目案の検討） 

基本方針策定調整会議① 

（概要説明・調査項目案の検討） 

6月 
検討委員会② 

（調査項目の確定・骨子案の検討） 

基本方針策定調整会議② 

（調査項目確定・骨子案の検討） 

7月 

検討委員会③ 

（骨子案の検討） 

市民意識・実態調査の実施（送付） 

 

8月  市民意識・実態調査票の回収 

9月 
検討委員会④ 

（素案の検討・調査結果経過報告） 
調査報告書の製本・印刷 

11月 
検討委員会⑤ 

（素案の検討・調査結果報告） 

基本方針策定調整会議③ 

（素案の検討・調査結果報告） 

基本方針素案作成 

12月 市民意見公募手続の実施  

29年１月  基本方針（案）の作成 

  2月 
検討委員会⑥ 

（基本方針案について） 

基本方針策定調整会議④ 

（市民意見公募手続結果報告・ 

基本方針公表） 

 


